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９ 月 定 例 会 議

令和５年９月定例会議に提出された報告・議案等の議決結果は、次のとおりです。

番号 件　　　　　　　　　　名 本会議
結果

常任委員会
特別委員会
付託 結果

報告
１４

専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について）
　相手方所有の駐車場で発生した公用車との接触事故１件、市道で発生した落石等による車両破損事故２件、下
水路からの漏水流入による家屋損壊１件についての損害賠償及び和解について報告。

― ― ―

報告
１５

法人の経営状況を説明する書類の提出について
　市の出資法人について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、経営状況を説明する書類を提出する
もの。

― ― ―

報告・
１６

財政健全化判断比率の報告について
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、２０２２（令和４）年度決算に基づく健
全化判断比率の報告を行うもの。

― ― ―

報告
１７

資金不足比率の報告について
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、２０２２（令和４）年度決算に基づく
資金不足比率の報告を行うもの。

― ― ―

報告
１８

令和５年度三好市一般会計補正予算（第４号）
　令和５年１０月２２日執行の参議院徳島県及び高知県選挙区選出議員補欠選挙経費及び災害復旧事業に係る予
算を計上したもの。

― ― ―

認定
１

２０２２（令和４）年度三好市各会計歳入歳出決算の認定について
　一般会計及び公営企業会計を除く各特別会計の２０２２（令和４）年度歳入歳出決算を監査委員の意見をつけ
て議会の認定に付するもの。

認定 決算
審査 認定

認定
２

２０２２（令和４）年度三好市水道事業会計決算の認定について
　２０２２（令和４）年度水道事業会計決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付するもの。 認定 決算

審査 認定

認定
３

２０２２（令和４）年度三好市国民健康保険市立三野病院特別会計決算の認定について
　２０２２（令和４）年度国民健康保険市立三野病院事業会計決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付す
るもの。

認定 決算
審査 認定

議案
４７

２０２３年度　小中学校電子黒板購入事業の物品購入契約について（先議）
　令和５年７月３１日に開札を行った、物品購入契約の締結について地方自治法第９６条第１項第８号の規定によ
り議決を求めるもの。

可決 ― ―

議案
４８

令和５年度　三好市役所新庁舎備品購入（集密書架）の物品購入契約について（先議）
　令和５年７月３１日に開札を行った、物品購入契約の締結について地方自治法第９６条第１項第８号の規定によ
り議決を求めるもの。

可決 ― ―

議案
４９

令和４－６年度　三好市役所本庁舎新築工事の変更請負契約について（先議）
　令和４年９月２２日に議決を得た契約額に変更が生じたため、変更請負契約について議決を求めるもの。 可決 ― ―

議案
５０

三好市集会所条例の一部を改正する条例について
　野住集会所を用途廃止するため、本条例から同施設を削除するもの。 可決 総務

企画 可決

議案
５１

三好市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び三好市家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
　こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行等により、関係条例を
改正するもの。

可決 文教
厚生 可決

議案
５２

三好市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
　国の子ども・子育て支援交付金の対象となる放課後児童健全育成事業の内容について定める通知の改正に伴
い、放課後児童支援員の資格要件を改めるもの。

可決 文教
厚生 可決

議案
５３

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
　令和３年度から令和７年度までの５カ年計画で策定し、整備を進めている辺地地区内の施設名の追加及び事
業費等の増額を行うもの。

可決 総務
企画 可決

議案
５４ 令和５年度三好市一般会計補正予算（第５号） 可決 3常任 可決

議案
２ 「物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める」意見書を国へ送付することを求める請願書 不採択 文教

厚生 不採択

議案
３ 再審法改正を求める意見書採択の請願書 不採択 総務

企画 不採択

議案
４ 地方財政の充実・強化に関する意見書の提出を求める請願 採択 総務

企画 採択

議案
５ 日本政府に保育所等保育施設の職員配置基準改善等を求める意見書の提出を求める請願 不採択 文教

厚生 採択

※専決処分の報告については、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分事項の指定により専決処分したため、同条第２項の規定に
より報告するもの。

諮問
２

人権擁護委員候補者の推薦について
　人権擁護委員候補者の推薦について、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもの。 適任

議案
５５

令和５- ６年度 三野地区保育施設新築工事の請負契約について
　９月１日に開札を行った工事請負契約の締結について、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議決を求
めるもの。

可決

発議
４ 地方財政の充実・強化に関する意見書の提出について 可決

追 加 議 案
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Q  
三
好
市
の
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
に　
　

つ
い
て

A  
三
好
市
の
魅
力
発
信
に
利
用　
　

す
る
こ
と
、
防
災
に
役
立
て
る

Q・

三
好
市
で
の
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
運
用

の
経
過
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
。

A・

三
好
市
の
魅
力
発
信
に
利
用
す
る

こ
と
、
防
災
に
役
立
て
る
と
い
う
目
的

で
今
年
度
新
規
設
置
を
含
め
計
23
台
を

運
用
し
て
い
る
。
利
用
状
況
等
を
把
握

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
メ
ラ
の
役
割
に
適

し
た
環
境
を
整
え
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

Q・

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
対
し
て
補

助
金
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
を
強
く
提

案
し
た
い
。

A・

防
犯
カ
メ
ラ
は
、
犯
罪
の
未
然
防

止
、
犯
罪
に
対
す
る
抑
止
力
の
向
上
、

ま
た
治
安
維
持
の
促
進
な
ど
の
効
果
が

あ
り
、
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の

実
現
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
他
の
自
治
体
の
事
例
な

ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
防
犯
カ
メ
ラ

の
運
用
の
体
制
や
制
度
の
設
計
に
つ
い

て
ま
ず
は
調
査
研
究
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　

し
か
し
、
現
状
に
お
い
て
は
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
観
点
か
ら
極
め
て
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
も
の
と
認
識
を
し
て
い
る
。

Q・
三
好
市
観
光
ア
プ
リ
、
三
好
ナ
ビ

に
つ
い
て
。

A・
三
好
ナ
ビ
は
、
ま
る
ご
と
三
好
観

光
戦
略
課
に
お
い
て
管
理
を
し
て
お

り
、
ア
プ
リ
の
内
容
や
運
用
に
つ
い
て

は
、
三
好
市
観
光
協
会
も
交
え
て
検
討

し
な
が
ら
運
用
を
し
て
い
る
。
市
民
向

け
コ
ン
テ
ン
ツ
の
追
加
に
つ
い
て
は
、

現
状
で
は
考
え
て
い
な
い
。

Q・

６
月
議
会
に
て
、「
三
好
市
独
自
で

の
介
護
看
護
職
の
養
成
制
度
は
考
え
て

い
な
い
」
と
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
本
市

の
深
刻
な
介
護
看
護
職
不
足
か
ら
職
員

養
成
が
独
自
の
課
題
で
な
い
か
。

A・

介
護
職
の
高
齢
化
で
退
職
後
の
人

員
確
保
が
課
題
で
あ
る
。
自
前
で
の
養

成
は
財
政
的
に
難
し
い
。

Q・

特
別
障
が
い
者
手
当
の
診
断
書
作
成

は
か
か
り
つ
け
医
で
よ
い
は
ず
だ
が
。

A・

一
般
医
師
の
作
成
し
た
診
断
書
が
制

度
的
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

Q・

東
祖
谷
診
療
所
の
８
カ
月
に
及
ぶ

オ
ン
ラ
イ
ン
電
話
服
薬
指
導
の
療
養
上

の
ま
と
め
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

A・

近
く
の
調
剤
薬
局
が
休
業
し
て
い

た
の
で
自
宅
で
電
話
服
薬
指
導
を
受
け

た
。
診
療
所
内
で
は
服
薬
指
導
は
行
っ

て
い
な
い
。
民
間
薬
局
に
財
政
的
な
支

援
は
法
律
上
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
連

携
を
し
た
い
。

Q・
教
育
委
員
会
の
奨
学
金
制
度
の
、

返
還
減
免
制
度
は
看
護
職
介
護
職
の
雇

用
に
何
人
役
立
っ
て
い
る
か
。

A・

こ
の
10
年
で
看
護
職
介
護
職
養
成

機
関
の
奨
学
金
を
受
け
た
の
は
13
名

で
、
そ
の
う
ち
２
名
が
返
還
免
除
の
適

用
を
受
け
た
。

Q・

重
要
文
化
財
阿
佐
家
住
宅
の
災
害

か
ら
の
保
全
対
策
を
。

A・

上
流
域
か
ら
の
排
水
対
策
で
止
水

壁
や
か
さ
上
げ
設
置
工
事
を
検
討
し
て

い
く
。

Q・

奥
祖
谷
周
遊
モ
ノ
レ
ー
ル
の
運
航

再
開
は
い
つ
予
定
か
。

A・

現
在
、
再
開
に
向
け
た
準
備
を
し

て
い
る
。

田村俊哉
（至誠三好）

美浪盛晴
（日本共産党）

一 般 質 問

Q  

再
度
聞
く
。
介
護
・
看
護
職
員
の　

養
成
を
求
め
る

A  

既
存
の
制
度
活
用
で
努
力
し
た
い

スマホアプリ三好ナビでは三好の情報を知れる

保全対策が求められる阿佐家住宅
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一 般 質 問

Q  

保
育
所
で
使
用
し
た
紙
お
む
つ
を

園
で
一
括
し
て
処
理
で
き
な
い
か

A  
使
用
済
み
の
紙
お
む
つ
を
処
理
で
き

る
よ
う
に
検
討
す
る

Q・

現
在
、
保
育
所
で
子
ど
も
が
使
っ

た
紙
お
む
つ
を
家
庭
に
持
ち
帰
っ
て
保

護
者
が
処
理
し
て
い
る
が
、
保
育
所
で

一
括
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
。

A・

保
管
場
所
や
衛
生
面
で
の
管
理
を

考
慮
し
て
実
施
に
向
け
て
検
討
す
る
。

Q・

学
童
保
育
の
受
け
入
れ
現
況
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

A・

15
ヵ
所
の
ク
ラ
ブ
が
あ
り
、
希
望

す
る
児
童
全
員
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

Q・

昼
食
の
必
要
な
長
期
休
暇
中
に
は

各
ク
ラ
ブ
ご
と
に
取
り
ま
と
め
て
民
間

事
業
者
に
注
文
し
て
も
ら
え
な
い
か
。

A・

現
時
点
で
は
発
注
管
理
、
残
飯
処

理
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
へ
の
対
応
、
事

業
者
の
確
保
な
ど
の
課
題
も
あ
る
が
、

今
後
は
保
護
者
の
希
望
や
ニ
ー
ズ
を
調

査
・
検
討
す
る
。

Q・

三
野
保
育
施
設
建
設
予
定
地
は
進

入
路
か
ら
低
地
に
あ
り
、
交
通
量
も
多

い
場
所
に
あ
る
。
交
通
安
全
対
策
を
十

分
に
お
願
い
し
た
い
。

A・

進
入
市
道
の
拡
幅
工
事
と
舗
装
工

事
は
完
了
し
た
が
、
安
全
対
策
へ
の
徹

底
を
図
る
よ
う
に
関
係
部
局
と
協
議
を

行
う
。

Q・

病
児
保
育
施
設
の
個
所
数
と
昨
年

の
利
用
者
数
は
。

A・

施
設
は
1
ヵ
所
で
、
昨
年
の
利
用

者
は
23
名
で
あ
る
。

（
提
言
）
利
用
申
し
込
み
は
前
日
の
午

後
4
時
ま
で
、
そ
し
て
当
日
か
か
り
つ

け
医
の
「
診
療
情
報
提
供
書
」
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
る
。現
状
の
制
度
で
は
、

子
ど
も
の
急
な
発
熱
に
は
対
処
で
き
な

い
。
病
児
保
育
施
設
で
当
日
の
朝
に
診

療
し
て
預
か
っ
て
貰
え
る
よ
う
に
制
度

の
改
善
を
お
願
い
す
る
。

金村照一
（青空の会）

Q  

旧
町
村
別
の
簡
易
水
道
等
の
普
及

率
は
。
凍
結
時
の
水
の
確
保
は

A  

生
命
に
直
結
す
る
問
題
。水
を
届
け

る
努
力
す
る

Q・

現
在
の
簡
易
水
道
等
の
普
及
率
及

び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
確
保
の
対
策
は
。

A・

簡
易
水
道
等
の
普
及
率
は
、
東
祖

谷
5
．9
％
、
西
祖
谷
山
村
25
．73
％
、

山
城
町
78
．65
％
、
池
田
町
94
．88
％
、

井
川
町
84
．89
％
三
野
町
94
．59
％
と
な

っ
て
い
る
。

　

三
好
市
は
水
と
道
路
は
生
命
に
直
結

す
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
一
刻
も

早
く
水
を
届
け
る
仕
組
み
の
一
つ
と
し

て
、
備
蓄
水
の
確
保
・
配
布
、
給
水
車

の
手
配
を
行
い
最
大
限
努
力
し
た
い
。

Q・

集
落
支
援
包
括
事
業
に
お
け
る
自

治
会
が
行
う
市
道
・
農
林
道
等
の
除
草

作
業
中
に
発
生
し
た
事
故
等
に
つ
い
て

保
障
・
賠
償
は
。

A・

除
草
作
業
の
参
加
者
が
死
亡
ま
た

は
負
傷
し
た
場
合
は
保
険
適
応
と
な

る
。
参
加
者
以
外
の
第
三
者
が
負
傷
し

た
場
合
や
財
物
の
破
損
に
対
し
て
は
賠

償
保
険
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

　

社
会
福
祉
協
議
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

保
険
等
が
あ
り
令
和
5
年
度
か
ら
三
好

市
が
1
年
間
保
険
料
の
半
額
を
補
助
す

る
。
く
わ
し
く
は
社
会
福
祉
協
議
会
に

問
い
合
わ
せ
が
必
要
。

　

ま
た
、
事
故
発
生
時
の
手
続
き
等
に

つ
い
て
は
、
自
治
会
か
ら
建
設
部
管
理

課
に
報
告
を
お
願
い
し
た
い
。

　

報
告
後
、
管
財
課
が
現
地
調
査
を
行

い
「
全
国
町
村
会
総
合
賠
償
補
償
保
険
」

の
窓
口
で
あ
る
徳
島
県
町
村
会
へ
申
請

す
る
こ
と
に
な
る
。

高橋玉美
（青空の会）

保護者と子どものために、保育環境の充実を進める

住民が除草作業等に参画しやすい仕組みづくりを
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Q  
今
年
の
い
け
だ
阿
波
踊
り
が
時
短

開
催
と
な
っ
た
経
緯
は

A  
今
年
２
月
の
連
長
会
議
に
置
い
て
決

定
し
た

Q・

４
年
ぶ
り
に
通
常
開
催
さ
れ
た
今

年
の
「
い
け
だ
阿
波
踊
り
」
が
従
来
よ

り
時
間
短
縮
さ
れ
て
19
時
か
ら
21
時
半

ま
で
の
実
施
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
至

る
経
緯
は
。

A・

今
年
２
月
に
開
催
さ
れ
た
各
阿
波

踊
り
連
の
連
長
で
構
成
さ
れ
る
連
長
会

に
て
決
定
し
た
。

Q・

そ
の
連
長
会
に
先
立
っ
て
昨
年
末

に
行
わ
れ
た
各
連
に
対
し
て
の
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
結
果
で
は
、
27
連
中
24
連

が
例
年
ど
お
り
19
時
か
ら
22
時
ま
で
の

開
催
を
希
望
す
る
回
答
を
し
て
い
た
そ

う
だ
が
、
ひ
と
月
余
り
で
全
く
異
な
る

結
論
に
な
っ
た
の
は
、
実
行
委
員
会
で

時
間
短
縮
を
提
案
も
し
く
は
誘
導
し
た

の
か
。

A・

誘
導
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

Q・

栄
町
の
桟
敷
が
来
年
以
降
な
く
な

る
と
の
噂
が
巷
間
で
あ
る
よ
う
だ
が
、

今
後
の
予
定
は
。

A・

来
年
以
降
も
阿
波
池
田
ラ
イ
オ
ン

ズ
ク
ラ
ブ
の
協
力
の
も
と
、
桟
敷
の
設

置
に
向
け
て
取
り
組
む
。

Q・

近
年
の
温
暖
化
に
よ
る
踊
り
子
の

熱
中
症
対
策
と
し
て
、
給
水
所
を
市
が

設
置
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
る
か
。

A・

各
連
で
対
策
し
て
い
る
の
で
、
現

状
で
は
市
に
お
い
て
設
置
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。

Q・

祖
谷
渓
温
泉
秘
境
の
湯
及
び
祖
谷

秘
境
の
湯
保
養
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理

に
つ
い
て
、
4
月
1
日
以
降
は
ど
の
よ

う
に
対
応
す
る
考
え
か
。

A・

昨
年
の
12
月
議
会
に
お
い
て
、
指

定
管
理
に
つ
い
て
は
1
年
後
に
は
再
検

証
す
る
と
答
え
た
と
お
り
、
現
在
、
検

証
を
進
め
な
が
ら
来
年
4
月
1
日
以
降

の
指
定
管
理
者
選
定
の
準
備
を
し
て
お

り
、
本
年
12
月
議
会
に
は
、
指
定
管
理

者
に
つ
い
て
提
案
す
る
。

Q・

観
光
立
市
を
掲
げ
る
三
好
市
と
し

て
、
両
施
設
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。

A・

観
光
拠
点
施
設
と
し
て
の
機
能
を
持

た
せ
て
お
り
、
誘
客
促
進
、
宿
泊
者
数

の
量
の
確
保
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

地
元
の
皆
様
は
も
と
よ
り
観
光
に
訪
れ

る
皆
様
に
も
有
益
な
施
設
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。

Q・

大
歩
危
・
祖
谷
い
っ
て
み
る
会
の

中
で
の
役
割
は
。

A・

大
歩
危
・
祖
谷
い
っ
て
み
る
会
は
、

２
０
２
０
年
に
発
足
し
、正
会
員
5
社
、

賛
助
会
員
約
30
社
に
よ
り
組
織
さ
れ
て

い
る
観
光
地
域
づ
く
り
法
人
で
あ
り
、

地
域
の
魅
力
を
発
信
す
る
Ｄ
Ｍ
Ｏ
の
先

駆
け
と
も
呼
べ
る
一
般
社
団
法
人
で
あ

り
、
三
好
市
の
観
光
を
リ
ー
ド
し
て
き

た
グ
ル
ー
プ
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

祖
谷
渓
温
泉
ホ
テ
ル
秘
境
の
湯
は
、

大
歩
危
・
祖
谷
い
っ
て
み
る
会
の
正
会

員
5
社
に
名
を
連
ね
る
主
要
な
施
設
の

一
つ
で
あ
り
、
大
事
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。

田埜泰弘
（無所属）

古井孝司
（公明党）

一 般 質 問

Q 

祖
谷
秘
境
の
湯
の
指
定
管
理
は

A 

12
月
議
会
で
指
定
管
理
者
を　
　

提
案
す
る

4 年ぶりの通常開催で賑わいを見せた・いけだ阿波踊り

三好の観光拠点施設 “祖谷渓温泉秘境の湯 ”
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一 般 質 問

Q  

地
域
マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
の　
　

構
築
を

A   
脱
炭
素
先
行
地
域
の
中
で
計
画

Q・

地
球
沸
騰
化
時
代
到
来
。
市
の
環

境
配
慮
方
針
等
は
。

A・

電
気
の
安
定
的
供
給
を
踏
ま
え
、

主
要
電
力
会
社
か
ら
調
達
。
昨
年
度
の

再
エ
ネ
由
来
電
源
は
、
全
電
力
使
用
量

の
約
１
％
。再
エ
ネ
導
入
や
省
エ
ネ
化
、

再
エ
ネ
電
気
プ
ラ
ン
の
有
効
活
用
も
検

討
す
る
。

Q・

公
共
施
設
へ
の
太
陽
光
発
電
導
入

調
査
等
は
。

A・

11
施
設
で
導
入
済
。
現
在
、
整
備

中
の
本
庁
舎
等
に
導
入
予
定
。
計
画
的

に
整
備
を
進
め
る
。

Q・

公
共
施
設
等
へ
の
太
陽
光
発
電
は
、

２
０
３
０
年
に
50
％
導
入
が
目
標
。

　

初
期
投
資
不
要
、
維
持
管
理
不
要
、

価
格
変
動
リ
ス
ク
な
し
の
Ｐ
Ｐ
Ａ
モ
デ

ル
を
検
討
す
べ
き
。
併
せ
て
ビ
ー
ク
ル

２
Ｘ
等
の
導
入
や
こ
れ
ら
を
政
策
誘
導

す
べ
き
。

A・

Ｐ
Ｐ
Ａ(

※
）
モ
デ
ル
は
有
効
な
方

策
、
非
常
用
電
源
と
し
て
も
活
用
、
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
等
の
強
化
に
つ
な
が
る
と

認
識
し
て
い
る
。

Q・

再
エ
ネ
を
災
害
等
に
よ
る
停
電
時

に
電
力
系
統
か
ら
切
り
離
し
、
電
力
の

供
給
を
継
続
す
る
市
街
地
型
地
域
マ
イ

ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
の
構
築
、
運
用
を
目
指

す
べ
き
だ
。

A・

非
常
時
に
お
け
る
電
力
供
給
の
方

法
と
し
て
は
有
効
な
も
の
と
認
識
。

Q・

市
庁
舎
か
ら
半
径
１
キ
ロ
以
内
で

地
域
マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
が
で
き
な
い

か
。

A・
脱
炭
素
先
行
地
域
申
請
の
中
で
、

マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
を
計
画
。

天羽　強
（青空の会）

Q  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
所
有
者
が

内
容
を
確
認
す
る
に
は

A  

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
利
用
者　

登
録
を
行
う
必
要
が
あ
る

Q・

カ
ー
ド
所
有
者
が
自
分
の
登
録
内

容
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
す
る
に
は
。

A・

政
府
が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
個
人
情
報

を
確
認
で
き
る
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
す
る
に

は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か

ら
利
用
者
登
録
を
行
い
、
ロ
グ
イ
ン
す

る
に
は
、
本
人
認
証
を
行
う
た
め
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
設
定
し
た
4
桁

の
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
必
要
が
あ

る
。

Q・

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
情
報
は
。

A・

見
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
個
人
情

報
は
、
７
分
野
、
23
項
目
の
情
報
が
確

認
で
き
る
。

　

健
康
、
医
療
関
係
は
、
予
防
接
種
、

健
診
情
報
、
医
療
保
険
等
７
項
目
。
税
、

所
得
、
口
座
情
報
関
係
は
、
税
、
所
得
、

公
金
受
取
口
座
の
２
項
目
。
年
金
関
係

は
２
項
目
。
子
供
、
子
育
て
関
係
は
児

童
手
当
、
母
子
保
健
等
５
項
目
。
世
帯

情
報
関
係
は
世
帯
情
報
１
項
目
。
福
祉
、

介
護
関
係
は
障
害
保
健
福
祉
、
生
活
保

護
等
４
項
目
。
雇
用
保
険
、
労
働
の
関

係
は
、
雇
用
保
険
、
労
働
情
報
の
２
項

目
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
23
項
目
に
つ
い
て
も
、
詳
細
な

項
目
に
分
か
れ
た
情
報
を
確
認
で
き

る
。

Q・

市
民
カ
ー
ド
の
検
討
は
誰
一
人
取

り
残
さ
な
い
と
い
う
考
え
か
。　

A・

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
は
な
く

て
は
な
ら
な
い
理
念
で
あ
り
十
分
注
意

し
て
取
組
む
。

平田政廣
（青空の会）

（※）PPA（Power・Purchase・Agreement：電力販売契約）

マイナンバーカードの普及率はどんどん向上している
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Q  
市
長
に
な
り
２
年
が
経
過
し
た
が
、

改
め
て
意
気
込
み
を
問
う

A  
市
の
発
展
と
市
民
の
幸
福
度
の　

向
上
の
た
め
全
力
で
取
り
組
む

Q・

三
好
市
長
に
当
選
さ
れ
て
４
年
任

期
の
半
分
が
過
ぎ
た
が
、
当
選
当
初
に

描
い
て
い
た
熱
い
思
い
と
の
乖
離
は
あ

っ
た
か
。

　

ま
た
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
一

定
の
は
目
途
は
つ
い
た
が
、
山
間
部
の

暮
ら
し
を
守
り
、
幸
福
度
を
高
め
る
た

め
に
は
ど
う
す
る
か
。

A・

就
任
以
来
、
三
好
市
の
発
展
と
市

民
の
幸
福
度
の
向
上
に
職
員
と
一
丸
と

な
り
市
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

三
好
市
の
最
大
の
課
題
は
人
口
減
少

と
災
害
対
策
で
あ
り
、
関
係
人
口
を
増

や
し
住
民
の
幸
福
度
を
上
げ
て
い
く
こ

と
を
目
指
し
、
観
光
振
興
や
脱
炭
素
な

ど
官
民
住
民
連
携
の
持
続
可
能
な
地
域

づ
く
り
、
池
田
町
中
心
部
の
ま
ち
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

山
間
部
の
集
落
維
持
に
必
要
な
機
能

が
弱
体
化
し
、
水
源
地
や
道
路
の
維
持

管
理
、
鳥
獣
被
害
な
ど
の
要
望
、
意
見

を
聞
い
て
い
る
。
市
民
の
困
り
事
や
悩

み
事
の
う
ち
行
政
の
力
で
解
決
で
き
る

こ
と
は
積
極
的
に
取
り
組
み
、
助
け
合

っ
て
住
民
の
苦
悩
を
軽
減
で
き
れ
ば
幸

福
度
は
上
が
る
と
思
う
。
今
後
も
初
心

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
全
力
で
市
政
運
営

に
取
り
組
む
。

Q・

三
好
市
内
の
各
種
行
事
、
市
主
催

の
行
事
や
学
校
関
係
、
ま
た
、
各
種
団

体
、
地
域
の
行
事
の
開
催
予
定
を
ス
マ

ホ
ア
プ
リ
等
の
何
ら
か
の
方
法
で
市
民

や
市
外
の
人
に
案
内
は
で
き
な
い
か
。

A・

現
在
、
三
好
市
が
主
催
等
し
て
す

る
行
事
に
つ
い
て
は
、
市
報
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
等
を
用

い
て
市
民
の
皆
様
に
お
知
ら
せ
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
中
で
、
三
好
市
デ
ジ
タ

ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進

本
部
を
設
置
し
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現

に
向
け
て
様
々
な
課
題
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
今
後
は
全
庁
的
な
体
制
で
ス
マ

ホ
ア
プ
リ
等
を
含
め
デ
ジ
タ
ル
技
術
を

活
用
し
た
情
報
発
信
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

三木和弘
（やまびこ会）

一 般 質 問

　

９
月
11
日
に
決
算
審
査
特
別
委

員
会
を
開
催
し
、
決
算
認
定
３
件

に
加
え
、
基
金
運
用
状
況
及
び
主

要
な
施
策
の
成
果
に
つ
い
て
審
査

さ
れ
、
全
て
原
案
の
通
り
認
定
さ

れ
ま
し
た
。
以
下
質
疑
の
内
容
に

つ
い
て
、
委
員
長
報
告
も
含
め
抜

粋
し
て
掲
載
し
ま
す
。

Q・・

臨
時
財
政
対
策
債
が
対
前
年
度

比
７
４
．
５
％
減
と
な
っ
た
要
因
に

つ
い
て

A・・

本
市
の
令
和
４
年
度
臨
時
財
政

対
策
債
発
行
可
能
額
は
、
国
の
地
方

財
政
計
画
に
お
い
て
、
地
方
税
収
等

の
増
加
見
込
み
に
よ
る
財
源
不
足
の

緩
和
や
地
方
交
付
税
の
原
資
と
な
る

国
税
収
入
の
法
定
率
分
の
増
加
に
よ

り
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
額
が
大
幅

に
縮
減
し
た
こ
と
か
ら
、
前
年
度
比

７
４
．
５
％
減
の
１
１
５
，
９
７
９

千
円
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
臨
時

財
政
対
策
債
の
発
行
額
も
、
前
年
度

か
ら
大
幅
に
減
少
と
な
っ
た
。

Q・・

職
員
の
人
員
確
保
は
、
患
者
中

心
の
医
療
を
す
る
上
で
最
優
先
課
題

で
あ
る
が
、
今
後
の
人
員
確
保
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

A・・

令
和
５
年
度
の
雇
用
及
び
募
集

状
況
に
つ
い
て
、
減
数
し
た
職
員
に

つ
い
て
、
退
職
し
た
２
名
の
会
計
年

度
任
用
職
員
看
護
助
手
の
う
ち
、
今

年
８
月
に
１
名
を
雇
用
し
、
残
る
１

名
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
募
集
を

行
っ
て
い
る
。技
術
職
員
の
薬
剤
師
、

作
業
療
法
士
は
、
今
年
度
実
施
し
て

い
る
職
員
採
用
試
験
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
１
名
ず
つ
募
集
し
て
い
る
。

人
員
確
保
は
、
県
内
の
他
の
公
立
病

院
に
お
い
て
も
困
難
な
状
況
で
あ
る

と
聞
い
て
い
る
が
、
人
事
担
当
部
局

と
協
力
し
な
が
ら
、
必
要
な
人
材
確

保
を
し
て
い
き
た
い
。

【
認
定
第
１
号
】 

２
０
２
２（
令
和
４
）年
度
三
好
市
各
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

【
認
定
第
３
号
】

２
０
２
２(

令
和
４)

年
度
三
好
市
国

民
健
康
保
険
市
立
三
野
病
院
特
別

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

決
算
３
件
を
認
定

決
算
３
件
を
認
定

【
決
算
審
査
特
別
委
員
会
】

特 別 委 員 会 報 告

委員長　平田  政廣

市内の情報が得れるアプリ等を求める
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常 任 委 員 会 報 告 ３つの各常任委員会では付託された各所掌の
議案について審査されました。
主な質疑について、委員長報告より抜粋します。

議
案
第
54
号

令
和
５
年
度
三
好
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
５
号
）

９
款　

教
育
費

５
項　

社
会
教
育
費

３
目　

生
涯
学
習
振
興
費

Q・・

生
涯
学
習
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
の

説
明
を
求
め
る
。

A・・

高
齢
化
や
過
疎
化
が
進
行
す
る

中
、
地
域
社
会
を
持
続
可
能
な
も
の
に

す
る
こ
と
が
三
好
市
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
５
月
に
コ
ロ
ナ
が
５
類
に
引
き

下
げ
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
休
止
し
て
い
た

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
も
少
し
ず
つ
復
活

し
、
ま
た
新
し
い
地
域
お
こ
し
の
動
き

も
出
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
地
域

活
性
化
に
つ
な
が
る
文
化
活
動
や
ま
ち

づ
く
り
事
業
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る

団
体
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
支
援

す
る
こ
と
で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

維
持
、
活
性
化
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会委員長　三木　和弘

Q・・

補
助
率
は
補
助
対
象
経
費
の
３
分

の
２
以
内
で
１
事
業
に
つ
き
上
限
が

10
万
円
の
よ
う
だ
が
、
補
助
申
請
は
１

年
限
り
か
、
毎
年
可
能
か
。

A・・

継
続
す
る
活
動
で
要
望
の
あ
る
場

合
は
、
行
政
と
し
て
継
続
的
な
支
援
を

行
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
う
。

請
願
第
２
号 

「
物
価
高
騰
に
見
合
う
生
活
保
護
基
準
の

引
き
上
げ
を
求
め
る
」意
見
書
を
国
へ
送

付
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願
書

反
対
討
論
と
賛
成
討
論
が
あ
り
、
起
立

採
決
の
結
果
、
可
否
同
数
と
な
っ
た
た

め
、
委
員
長
裁
決
に
よ
り
不
採
択
と
す

る
も
の
と
決
し
た
。

請
願
第
５
号 

日
本
政
府
に
保
育
所
等
保
育
施
設
の
職
員

配
置
基
準
改
善
等
を
求
め
る
意
見
書
の
提

出
を
求
め
る
請
願

議
案
第
54
号

令
和
５
年
度
三
好
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
５
号
）

５
款　

農
林
水
産
業
費

１
項　

農
業
費

３
目　

農
業
振
興
費

産
業
建
設
常
任
委
員
会委員長　中　耕司

反
対
討
論
と
賛
成
討
論
が
あ
り
、
起
立

採
決
の
結
果
、
可
否
同
数
と
な
っ
た
た

め
、
委
員
長
裁
決
に
よ
り
採
択
と
す
る

も
の
と
決
し
た
。

Q・・

機
構
集
積
協
力
金
事
業
の
内
容

は
。

A・・

各
都
道
府
県
に
一
つ
ず
つ
あ
る
農

地
中
間
管
理
機
構
を
通
じ
て
地
域
計
画

の
区
域
ご
と
に
貸
借
を
行
う
場
合
に
、

そ
の
地
域
の
農
業
者
に
対
し
て
協
力
金

が
交
付
さ
れ
る
事
業
で
あ
る
。

Q・・

対
象
と
な
る
事
業
者
は
誰
か
。

A・・

旧
町
村
単
位
で
東
西
祖
谷
を
除
く

４
地
区
が
地
域
計
画
の
区
域
で
あ
る

が
、
全
て
の
農
業
者
が
対
象
と
な
る
。

６
款　

商
工
費

１
項　

商
工
費

４
目　

観
光
施
設
管
理
費

Q・・

修
繕
料
の
内
訳
は
。

A・・

観
光
戦
略
課
で
所
管
し
て
い
る
施

設
に
お
け
る
故
障
・
不
具
合
へ
対
応
す

る
た
め
の
修
繕
料
で
あ
り
、
当
初
修
繕

計
画
で
見
込
め
て
い
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
。

７
款　

土
木
費

１
項　

土
木
管
理
費

１
目　

土
木
総
務
費

Q・・

事
業
概
要
に
あ
る
各
事
業
は
そ
れ

ぞ
れ
何
ヵ
所
で
実
施
す
る
の
か
。

A・・

道
路
局
部
改
良
事
業
は
管
内
で
３

路
線
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
は
２

地
区
、
県
単
砂
防
事
業
は
３
ヵ
所
の
整

備
を
計
画
し
て
い
る
。

起
立
採
決

不
採
択

賛
成
2　

反
対
2

19

三
木　

和
弘

−

11

美
浪　

盛
晴

賛・

成

7

高
橋　

玉
美

賛・

成

4

徳
川　

一
広

反・

対

1

大
西　

耕
司

反・

対

起
立
採
決

採・

択

賛
成
2　

反
対
2

19

三
木　

和
弘

−

11

美
浪　

盛
晴

賛・

成

7

高
橋　

玉
美

賛・

成

4

徳
川　

一
広

反・

対

1

大
西　

耕
司

反・

対

１9番、委員長は採決に加わってい
ません。

１9番、委員長は採決に加わってい
ません。
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常 任 委 員 会 報 告

総
務
企
画
常
任
委
員
会委員長　田村　俊哉

議
案
第
54
号

令
和
５
年
度
三
好
市
一
般
会
計
補
正

予
算(

第
５
号
）

２
款　

総
務
費

１
項　

総
務
管
理
費

４
目　

交
通
安
全
対
策
費

Q・・

自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
補
助
金

の
対
象
者
と
周
知
に
つ
い
て
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。

A・・

対
象
者
は
市
民
７
８
０
名
を
予
定

し
て
い
る
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
の
周

知
や
、
交
通
安
全
指
導
と
し
て
学
校
の

自
転
車
の
点
検
、
通
学
指
導
、
学
校
の

交
通
安
全
教
室
、
街
頭
指
導
な
ど
啓
発

活
動
を
行
っ
て
い
く
。

２
款　

総
務
費

１
項　

総
務
管
理
費

９
目　

バ
ス
対
策
費

Q・・

乗
合
タ
ク
シ
ー
制
度
に
つ
い
て

は
、
高
齢
者
等
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
制

度
も
あ
り
、
市
民
に
と
っ
て
分
か
り
に

く
い
の
で
は
な
い
か
。

A・・

来
年
４
月
よ
り
山
城
地
区
か
ら
開

始
す
る
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
実
証
運
行
に

つ
い
て
、
今
年
10
月
か
ら
地
元
説
明
会

を
開
催
し
意
見
を
伺
い
、
12
月
に
は
運

用
方
法
の
周
知
が
で
き
る
よ
う
に
再
度

説
明
会
を
行
う
予
定
に
し
て
い
る
。
高

齢
者
等
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
制
度
と
の

併
用
も
で
き
る
よ
う
予
定
し
て
い
る
。

請
願
第
３
号 

再
審
法
改
正
を
求
め
る
意
見
書
採
択

の
請
願
書

反
対
討
論
と
賛
成
討
論
が
あ
り
、
起
立

採
決
の
結
果
、
可
否
同
数
と
な
っ
た
た

め
、
委
員
長
裁
決
に
よ
り
不
採
択
と
す

る
も
の
と
決
し
た
。

請
願
第
４
号 

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

　

全
会
一
致
で
採
択
と
す
る
も
の
と
決

し
た
。

請
願
第
２
号 

「
物
価
高
騰
に
見
合
う
生
活
保
護
基
準
の

引
き
上
げ
を
求
め
る
」意
見
書
を
国
へ
送

付
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願
書

請
願
第
３
号 

再
審
法
改
正
を
求
め
る
意
見
書
採　

択
の
請
願
書

不
採
択

賛
成
6　

反
対
11

20

伊
丹・

征
治

反・

対

19

三
木・

和
弘

反・

対

18

大
浦・

忠
司

賛・

成

17

木
下・

善
之

反・

対

16

平
田・

政
廣

賛・

成

15

天
羽　

・

強

賛・

成

14

並
岡・

和
久

賛・

成

13

中　

・

耕
司

反・

対

12

古
井・

孝
司

反・

対

11

美
浪・

盛
晴

−

10

西
内・

浩
真

−

8

大
柿・

兼
司

反・

対

7

高
橋・

玉
美

賛・

成

6

田
村・

俊
哉

反・

対

5

村
中・

将
治

反・

対

4

徳
川・

一
広

反・

対

3

金
村・

照
一

賛・

成

2

田
埜・

泰
弘

反・

対

1

大
西・

耕
司

反・

対

不
採
択

賛
成
7　

反
対
10

20

伊
丹・

征
治

反・

対

19

三
木・

和
弘

賛・

成

18

大
浦・

忠
司

賛・

成

17

木
下・

善
之

反・

対

16

平
田・

政
廣

賛・

成

15

天
羽　

・

強

賛・

成

14

並
岡・

和
久

賛・

成

13

中　

・

耕
司

反・

対

12

古
井・

孝
司

反・

対

11

美
浪・

盛
晴

−

10

西
内・

浩
真

−

8

大
柿・

兼
司

反・

対

7

高
橋・

玉
美

賛・

成

6

田
村・

俊
哉

反・

対

5

村
中・

将
治

反・

対

4

徳
川・

一
広

反・

対

3

金
村・

照
一

賛・

成

2

田
埜・

泰
弘

反・

対

1

大
西・

耕
司

反・

対

１０番、西内議長は採決に加わっておりません。

１０番、西内議長は採決に加わっておりません。

起
立
採
決

不
採
択

賛
成
3　

反
対
3

20

伊
丹・

征
治

反・

対

16

平
田・

政
廣

賛・

成

15

天
羽　

・

強

賛・

成

14

並
岡・
和
久

賛・

成

12

古
井・

孝
司

反・

対

6

田
村・

俊
哉

−

5

村
中・

将
治

反・
対

９ 月 定 例 会 議
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請
願
第
５
号 

日
本
政
府
に
保
育
所
等
保
育
施
設
の

職
員
配
置
基
準
改
善
等
を
求
め
る
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

賛
成
多
数

否・

決

賛
成
7　

反
対
10

20

伊
丹・

征
治

反・
対

19

三
木・

和
弘

賛・

成

18

大
浦・

忠
司

賛・

成

17

木
下・

善
之

反・

対

16

平
田・

政
廣

賛・

成

15

天
羽　

・

強

賛・

成

14

並
岡・

和
久

賛・

成

13

中　

・

耕
司

反・

対

12

古
井・

孝
司

反・

対

11

美
浪・

盛
晴

−

10

西
内・

浩
真

−

8

大
柿・

兼
司

反・

対

7

高
橋・

玉
美

賛・

成

6

田
村・

俊
哉

反・

対

5

村
中・

将
治

反・

対

4

徳
川・

一
広

反・

対

3

金
村・

照
一

賛・

成

2

田
埜・

泰
弘

反・

対

1

大
西・

耕
司

反・

対

１０番、西内議長は採決に加わっておりません。

請
願
第
５
号 

日
本
政
府
に
保
育
所
等
保
育
施
設
の

職
員
配
置
基
準
改
善
等
を
求
め
る
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

不
採
択

賛
成
7　

反
対
10

20

伊
丹・

征
治

反・
対

19

三
木・

和
弘

賛・

成

18

大
浦・

忠
司

賛・

成

17

木
下・

善
之

反・

対

16

平
田・

政
廣

賛・

成

15

天
羽　

・

強

賛・

成

14

並
岡・

和
久

賛・

成

13

中　

・

耕
司

反・

対

12

古
井・

孝
司

反・

対

11

美
浪・

盛
晴

−

10

西
内・

浩
真

−

8

大
柿・

兼
司

反・

対

7

高
橋・

玉
美

賛・

成

6

田
村・

俊
哉

反・

対

5

村
中・

将
治

反・

対

4

徳
川・

一
広

反・

対

3

金
村・

照
一

賛・

成

2

田
埜・

泰
弘

反・

対

1

大
西・

耕
司

反・

対

１０番、西内議長は採決に加わっておりません。

９ 月 定 例 会 議

請
願
第
５
号 

日
本
政
府
に
保
育
所
等
保
育
施
設
の

職
員
配
置
基
準
改
善
等
を
求
め
る
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

請
願
第
４
号 

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

　
　○

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
任
命

　

人
権
擁
護
委
員
の
任
命
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
田　

晃
司
【
再
任
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　

齋
藤　

稔　

【
再
任
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
森　

敬
子
【
新
任
】

人
事
案
件

　

全
会
一
致
で
採
択
と
す
る
も
の
と
決
し
た
。

発
議
第
４
号

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
意

見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

請
願
第
４
号
の
採
択
に
よ
り
、
意
見
書
の
提
出
に
つ
い

て
発
議
を
行
っ
た
。
内
容
は
次
の
と
お
り
。

地方財政の充実・強化に関する意見書の提出について
 

　いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう、
医療・介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減
少下における地域活性化対策はもとより、デジタル化、脱
炭素化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる役割が求
められています。
　しかし、現実に地域公共サービスを担う人員は不足し
ており、疲弊する職場実態にある中、新型コロナウイル
ス、また多発する大規模災害への対策も迫られています。
これらに対応する地方財政について、政府は「骨太方針
２０２１」において、２０２１年度の地方一般財源水準を
２０２４年度まで確保するとしていますが、それをもって
増大する行政需要に十分対応し得るのか、大きな不安が残
されています。
　このため、２０２４年度の政府予算と地方財政の検討に
あたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確
立をめざすよう、以下の事項の実現を求めます。

記・
１．社会保障の維持・確保、人への投資も含めた地域活性化、
デジタル化、脱炭素化、防災・減災、物価高騰対策、地域
公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要
を的確に把握するとともに、それらを支える人件費を重視
し、十分な地方一般財源総額の確保をはかること。

（項目２～１０　略）

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
・
令和５年９月２５日
・
　　　　　　　徳島県三好市議会・議長　西　内　浩　真

　【意見書提出先】
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、
厚生労働大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、農林水産大臣、
内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画）
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受理日 種類
番号 内容 請願・陳情者 紹介

議員
付　託
委員会

委員会
結　果

本会議
結　果

6月1日
請願
2

「物価高騰に見合う生活保護基準
の引き上げを求める」意見書を
国へ送付することを求める請願
書

（徳島市末広）
徳島県生活と健康を守る会連合会

会長　井出・幸夫

美浪
盛晴

文教
厚生

不採択 不採択

8月18日
請願
3

再審法改正を求める意見書採択
の請願書

（徳島市新蔵町）
徳島弁護士会
会長　梶野・正寛

天羽
強　

総務
企画

不採択 不採択

8月23日
請願
4

地方財政の充実・強化に関する
意見書の提出を求める請願

（徳島市幸町）
自治労徳島県本部

執行委員長　中川・孝文

平田
政廣

総務
企画

採択 採択

8月23日
請願
5

日本政府に保育所等保育施設の
職員配置基準改善等を求める意
見書の提出を求める請願

（徳島市昭和町）
子ども・子育てサポートネットとくしま

・共同代表
徳島県公務公共ｻｰﾋﾞｽ労働組合協議会
　　議長　中川・孝文　他２名

高橋
玉美

文教
厚生

採択 不採択

　今期に提出された請願の結果は、次のとおりです。

　鳥取県大山町が発刊している「議会だよりだいせん」は、町
村議会全国コンクールで何度も入賞している。「読みやすい広報
誌」をテーマに、読み手にとってわかりやすく、町民が関心の持
ちやすい内容を中心に掲載している。また、議会への興味関心
が比較的薄い若年世代をあえてメインターゲットにしている。
　大山町議会では、全議員にタブレットが配布されている。タブレットの主な用途は、議会における資料
共有や連絡などであるが、広報委員会においては原稿や写真の共有としても活用している。タブレットを
利用することで、委員が常に最新の原稿や写真を閲覧及び修正（添削）ができ、広報誌を効率的に作成
することができる。
　また、冊子のレイアウトには、読み手が広報誌を読むかを決める重要な役割がある。多くの自治体で
は職員がレイアウトを決めていると思うが、大山町では契約したデザイン会社と打ち合わせをしながら、
その時の記事の内容に沿ったデザインにしている。
　三好市議会広報編集委員会としても、若い世代に議会への関心を持ってほしいと思っています。そのた
めにも「三好市議会だより」がよりわかりやすく、若い世代が手に取るような広報誌に変化しなければなり
ません。少しづつにはなりますができることから工夫を始めるので、読んだ際にその工夫に気づいていた
だけると広報編集委員会として冥利に尽きます。

広報編集 ８月２２日～２３日　　鳥取県大山町
「議会だよりの編集について」

委 員 会 視 察 報 告

陳情請願等（９月定例会議）
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編
集
後
記

　

表
紙
は
、
昨
年
に
箸
蔵
寺
で
開
催
さ
れ
た
秋
季
大
祭
の
様
子
で
す
。
毎
年
11
月
12
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
今
回
の
編
集
後
記
で
は
、
箸
蔵
寺
に
纏
わ
る
こ
と
を
記
録
を
基
に
ま
と
め
ま
し
た
の
で
綴

り
ま
す
。

　

箸
蔵
寺
は
天
長
五
年
（
八
二
八
）
に
、
弘
法
大
師
が
開
創
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
三
好
市
に
あ
る
真
言

宗
御
室
派
の
古
刹
で
す
。
こ
の
地
を
訪
ね
ら
れ
た
お
大
師
様
は
、
箸
蔵
の
山
頂
に
漂
う
不
思
議
な
瑞
記
（
め
で
た

い
兆
し
）
に
導
か
れ
、こ
こ
に
登
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
お
大
師
様
は
こ
こ
で
金
毘
羅
大
権
現
に
め
ぐ
り
合
わ
れ
、「
済

世
利
民
」
の
ご
神
託
（
お
つ
げ
）
を
授
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ご
神
託
は
、「
箸
を
挙
ぐ
る
者
（
国

民
の
全
て
）、
我
誓
っ
て
こ
れ
を
救
は
ん
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
全
て
の
人
々
を
救
済

す
る
と
い
う
誓
い
が
、
当
時
全
て
の
人
々
が
使
っ
て
い
た
箸
に
例
え
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
箸
蔵
寺
の
名
前
の
由

来
で
す
。
金
毘
羅
大
権
現
の
ご
神
託
を
得
て
、
お
大
師
様
は
自
ら
御
神
像
を
刻
ま
れ
て
ご
本
尊
と
さ
れ
、
さ
ら
に

七
堂
伽
藍
を
こ
の
地
に
建
立
し
て
当
山
を
開
創
さ
れ
た
の
で
す
。
以
来
、
千
年
以
上
に
わ
た
り
ご
本
尊
金
毘
羅
大

権
現
を
中
心
と
し
て
、
箸
蔵
山
は
信
者
各
位
の
熱
心
な
信
仰
心
と
と
も
に
隆
盛
を
続
け
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
讃
岐
の
金
毘
羅
山
の
お
祭
り
の
時
に
使
わ
れ
た
箸
を
箸
蔵
山
に
住
む
天
狗
様
が
当
山
に
運
び
納
め
た
と
い

う
「
天
狗
の
箸
運
び
伝
説
」
が
地
元
で
語
り
継
が
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
箸
蔵
寺
は
、「
こ
ん
ぴ
ら
奥

の
院　

箸
蔵
山
」
の
名
で
多
く
の
方
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
四
国
巡
礼
に
お
い
て
は
、
四
国
別
格
二
十
霊
場
、

四
国
三
十
六
不
動
霊
場
、
四
国
三
十
三
観
音
霊
場
、
百
八
観
音
霊
場
、
阿
波
西
国
三
十
三
ヶ
所
な
ど
、
多
く
の
霊

場
の
札
所
寺
院
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
令
和
五
年
に
は
県
西
部
の
三
好
郡
市
の
八
ヶ
寺
か
ら
な
る
、
日
本
で
初

め
て
の
八
供
養
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
四
国
阿
波
八
供
養
菩
薩
霊
場
が
開
創
さ
れ
ま
し
た
。
県
立
自
然
公
園
と
な
っ

て
い
る
標
高
五
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
境
内
に
は
数
多
く
の
建
造
物
が
建
ち

並
ん
で
お
り
、そ
の
中
で
も
平
成
十
六
年
七
月
に
は
、本
殿
、護
摩
殿
、方
丈
、

薬
師
寺
、
鐘
楼
、
天
神
社
の
６
棟
が
国
指
定
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、

さ
ら
に
は
平
成
二
十
三
年
七
月
に
、
高
灯
籠
、
仁
王
門
、
手
水
舎
、
中
門

の
４
件
が
国
の
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
宗
教
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
な
遺
産
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
持
つ

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

文
化
財
以
外
に
も
、
江
戸
末
期
に
七
代
目
市
川
團
十
郎
に
よ
り
寄
進
さ

れ
た
灯
籠
や
、
般
若
心
経
と
同
じ
文
字
数
の
二
八
七
段
の
石
段
「
般
若
心

経
昇
経
段
」、
池
田
高
校
三
好
校
の
生
徒
が
地
元
の
建
設
業
者
の
指
導
を
受

け
て
作
成
し
た
展
望
所
「
な
り
き
り
本
尊
展
望
壇
」
な
ど
、
多
く
の
見
ど

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
箸
を
由
来
に
持
つ
箸
蔵
寺
で
は
箸
に
ま
つ
わ
る
行
事

が
あ
り
、
８
月
４
日
に
は
使
用
済
み
の
箸
を
供
養
す
る
箸
供
養
が
行
わ
れ
、

ま
た
赤
ち
ゃ
ん
が
健
や
か
に
成
長
す
る
よ
う
に
お
箸
初
め
（
お
食
い
初
め
）

の
祈
願
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

伊
丹　

征
治

	

　８月２４日（木）　　議会運営委員会

　９月　４日（月）　　開会・議案説明

　９月１１日（月）　　決算審査特別委員会

　９月１２日（火）　　一般質問

　９月１３日（水）　　一般質問　　　　　

　９月１４日（木）　　一般質問・議案質疑・

　　　　　　　　　・・・委員会付託・議会運営委員会

　９月１５日（金）　　文教厚生常任委員会

　９月１９日（火）　　産業建設常任委員会

　９月２０日（水）　　総務企画常任委員会

　９月２５日（月）　　委員長報告、質疑、討論、採決、

　　　　　　　　　・・・散会

・１１月２８日（火）　　開会・議案説明

１２月　５日（火）　　一般質問
１２月　６日（水）　　一般質問
１２月　７日（木）　　一般質問・議案質疑・
　　　　　　　　　・・・委員会付託
１２月　８日（金）　　（予備日）
１２月１１日（月）　　文教厚生常任委員会
１２月１２日（火）　　産業建設常任委員会
１２月１３日（水）　　総務企画常任委員会
１２月１４日（木）　　（委員会予備日）
１２月１８日（月）　　委員長報告、質疑、討論、採決、
　　　　　　　　　・・・散会

※日程はあくまで予定となります。

議会のうごき（令和５年８月～１０月） 次回定例会の予定　【令和５年１１月定例会】


